
◎関税暫定措置法の一部を改正する法律 
（平成一八年一二月八日法律第一〇五号）   

一、提案理由（平成一八年一一月七日・衆議院財務金融委員会） 

○尾身国務大臣 ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案に

つきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定を実施するた

め、関税制度について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一は、フィリピンの特定の貨物に係る関税の緊急措置の導入であります。 

 関税の撤廃、引き下げによるフィリピン産品の輸入の増加が原因となって国内産業に

重大な損害を与える場合等に、フィリピン産品の関税率を引き上げること等ができるこ

ととするための関税の緊急措置に係る規定の整備を行うこととしております。 

 第二は、同協定に基づく関税割り当て制度の導入であります。 

 特定のフィリピン産品に対して一定の輸入数量を限度として関税の撤廃、引き下げを

するための関税割り当てに係る規定の整備を行うこととしております。 

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（平成一八年一一月一四日）   

○伊藤達也君 ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案につ

きまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定を実施するた

め、フィリピンの特定の貨物に係る関税の緊急措置の導入及び協定に基づく関税割り当

て制度の導入など所要の改正を行うものであります。 

 本案は、去る十月三十一日当委員会に付託され、十一月七日尾身財務大臣から提案理

由の説明を聴取し、八日質疑を行い、質疑を終局いたしました。かくて、十日採決いた

しましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院財政金融委員長報告（平成一八年一二月一日） 

○家西悟君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経

過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定を実施す

るため、フィリピンの特定貨物に係る関税の緊急措置の導入、協定に基づく関税割当て

制度の導入の措置等を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、東アジアにおける今後の経済連携の方向性、協定の締結が我

が国に与える影響、関税割当て制度の在り方等について質疑が行われましたが、その詳



細は会議録に譲ります。 

 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


